
3 2014（平成26年）2月　いちのみやの社会福祉

〈制度の概要〉
低所得世帯・障害者世帯または高齢者世帯で他の資金の借入れが困難な世帯に対し、必要に応じた

資金貸付を行うとともに、その世帯が経済的な自立等の安定した生活が送れるようにすることを目的
に都道府県社協・市町村社協・民生委員が連携して行う福祉の貸付制度です。

〈制度の特徴〉
１．個人ではなく世帯を単位として貸し付けるもので、世帯の生計中心者が申込者となります。
２．他制度が優先です。
　　他制度の利用ができない場合に貸付を行います。他の制度が利用できる場合はそちらが優先と

なります。そのため申し込みの際に他制度の利用ができないかを確認します。
３．償還義務を伴う貸付制度です。
　　貸付制度であり、償還の義務があります。このため貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連

帯借受人及び連帯保証人の償還が可能であるかの見込みも含めて審査を行いますので、貸付に
至らない場合もあります。

４．連帯保証人について
　　原則として連帯保証人が必要ですが、不動産担保型生活資金を除いて、連帯保証人が立てられ

ない場合も申し込みできます。( 連帯保証人の有無により貸付利率が変わります。)

〈基本事項〉
この制度は、本人及びその世帯が経済的に自立した生活を送っていただくことを基本とし、そのう

えでなお不足する生活費を資金面と経済的自立に向けた相談に応じることで支援しています。また、
貸付を行うにあたっては返済していただく必要があることから、一定の条件を満たしている必要があ
ります。さらに、この制度では生活福祉資金の貸付による経済的な援助にあわせて、地域の民生委員
さんが資金を借り受けた世帯の安定した生活を取り戻すためにさまざまなお手伝いをしています。

なお、負債の返済のための借入れや、借入れ後の返済できるあてがない場合については基本的に貸
付の対象とはなりません。相談内容によっては、手続きに時間がかかる場合があります。

※ 貸付資金の種類や貸付限度額などの詳細については、社会福祉協議会 ( ℡８５ー７０２４) へ
お問い合わせ下さい。

平成２5年８月１日～平成２5年１１月３０日現在 （敬称略・順不同）

合計　1,115,557円

善意のご寄付ありがとうございました

生活福祉資金貸付制度

愛知県立起工業高校　機械科 ㈱壱番屋　ボランティア委員会 尾西信用金庫
愛知西農業協同組合 木全静子 尾西グラウンドゴルフクラブ
一宮市母子寡婦福祉会 武山享史 尾北自家用自動車組合
江口やゑ子 トヨタ紡織㈱ 富士連絡協議会、富士公民館
エス・ビー建材㈱ 西尾張建設共同組合 向山連区盆踊り実行委員会
一宮市ボランティアセンター登録ボランティアグループ 楽喜魂（ラッキーソウル）
一宮商工会議所青年部　ジュニアエコノミースクール 匿名 10 件

ご存知で
すか？




